
様式第５号－２（第１２条関係） 

 

地域まちづくり推進事業実施報告書 

 

１ 事業実施者 団 体 名 神楽地区エコな地域づくり実行委員会 

２ 事業の名称 神楽地区エコな地域づくり事業 

３ 実 施 期 間 令和７年９月２９日から令和８年３月３１日まで 

４ 事 業 内 容 

地域住民に対し、ごみの発生抑制・再使用につながる取組として「譲ります・譲っ

てください運動」の「制服譲渡会」に絞って実施した。（※神楽公民館との共催事業） 

回収については、制服購入時期と卒業時期に合わせて２度実施した。 

 

● 制服等譲渡会 

１ 開催日時 令和７年１１月３０日（日）９：００～１５：００ 

        （午前～会場設営、午後～譲渡作業） 

２ 開催場所 神楽岡地区センター（神楽岡１２条２丁目） 

３ 実施内容 家庭で不要になった中学校、高校の制服などを、地域住民や卒業生

から募集し、譲渡会を開催した。 

４ 譲渡制服 譲渡数４８着（制服のみ） 

  ※制服以外にもネクタイやジャージ等２０点以上譲渡した。 

 

● 譲渡制服展示  

１ 開催時期 令和８年３月２日～３１日 

２ 開催場所 神楽岡地区センター １階サロン 

３ 実施内容 進学する学校が決定する時期に開催し、期間中は譲渡会後に残った

制服や新たに回収したもの等を展示し、地域住民が必要な制服を持

ち帰ることができるよう実施した。 

 

● 制服回収 

１ 回収時期 令和７年１０月１４日～令和７年１１月２１日 

令和８年３月２日～令和８年３月３１日 

※神楽岡地区センターは通年で回収している。 

２ 回収場所 神楽公民館、神楽岡地区センター 

３ 実施内容 譲渡会、展示の実施時期に寄付をお願いするチラシで地域に周知し

た。また、回収のタイミングを卒業時期に合わせるなどの工夫も行

った。 

５ 成果と課題 

【成果】 

 制服譲渡会の取組は、ごみの発生抑制・再使用につながるとともに、保護者の経済

的負担を減らすことができた。また、譲った方の善意に応えるものとして、有意義な

成果をあげることができた。 

 

【課題】 

 制服譲渡会において、中学校の制服希望者に対し、譲渡できる制服が不足していた

ことから、回収数を増やすための周知方法や回収方法について、さらなる検討が必要

である。  
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